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資 料 ７－５

北海道農業振興地域整備基本方針(素案)

昭和４５年３月２６日 策定

昭和５１年３月３１日 変更

昭和６０年８月２８日 変更

平成１３年４月１３日 変更

平成１９年１月１１日 変更

平成２２年１２月１０日 変更

平成２８年４月１５日 変更

令 和 ３ 年 月 日 変更

北海道の農業は、恵まれた自然と豊かな大地のもとで、先人たちのたゆみない努力の積み

重ねにより、本道の経済を支える重要な産業として発展してきた。

本道の耕地面積は全国の約４分の１を占め、専業的な農家を主体とした土地利用型の農業

を中心に府県よりも規模が大きく生産性の高い農業を展開し、我が国最大の食料供給地域と

して、供給熱量（カロリー）ベースの食料自給率は１９６％（平成３０年度概算値）と極め

て高い水準となっている。

しかしながら、経済のグローバル化が進展する中、人口減少・高齢化の進行や地域コミュ

ニティ機能の低下、ライフスタイルや消費者ニーズの多様化など、様々な変化に直面してお

り、本道農業が将来にわたって、我が国の食料自給力と自給率の向上に貢献し、我が国最大

の食料供給地域として、食料自給率の目標達成に最大限寄与できるよう、農業・農村の役割

や機能に対する道民のコンセンサスづくりを進めながら、農業・農村の振興に取り組んでい

く必要がある。

このため、優良農地を確保するとともに、担い手への農地の利用集積・集約化を進め、そ

の適切な利用を推進することを基本に、国の北海道総合開発計画や食料・農業・農村基本計

画を踏まえ、新たな北海道総合計画並びに北海道農業・農村振興条例（平成９年北海道条例

第１０号）に基づき策定している北海道農業・農村振興推進計画等の計画に即した農業・農

村振興施策の実施を通じて本道農業の持続的な発展を図っていく。

こうした中、国は、令和２年１２月８日、農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年

法律第５８号。以下「法」という。）第３条の２の規定により定めた「農用地等の確保等に

関する基本指針」（以下「基本指針」という。）を変更し、公表したところである。

道は、基本指針の変更に伴い、農業振興地域の指定及び市町村が定める農業振興地域整備

計画（以下「市町村整備計画」という。）の策定に際し、その基準ないし基本となるべき事

項を定めた「北海道農業振興地域整備基本方針」（以下「道基本方針」という。）を、法第

５条の規定に基づき変更する。

第１ 確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等の確保に関する事項

１ 確保すべき農用地等の面積の目標等の基本的考え方

(1) 目標の設定の考え方

北海道の農地面積は、平成２年の１２０万９千ヘクタールをピークに減少傾向にあ

り、令和元年には１１４万４千ヘクタールとなっている。

これは、転用・荒廃農地等によるかい廃面積が農地開発等による拡張面積を上回っ

て推移していることによるものである。

法第８条第２項第１号の規定に基づく農用地等（農用地区域内農地）の面積の目標

は、今後における農業振興地域制度及び農地転用許可制度の適切な運用と諸施策を通
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じた農用地等の確保のための取組を一層推進することを通じ、次により設定する。

ア 確保すべき農用地区域内の農地面積の目標年は基本指針と同様に令和１２年と

し、目標設定の基準年を令和元年とする。

イ 令和元年における農用地区域内の農地面積（荒廃農地を除く。）は、１１２万２

千ヘクタールであり、これまで（平成２７年から令和元年まで）のすう勢が今後も

継続した場合、次の要因により、令和１２年までに３，７３０ヘクタールの農地が

減少し、１１１万８千ヘクタールになると見込まれる。

(ア) 農地以外の用途に供するための農用地区域からの除外

(イ) これまでのすう勢が今後も継続した場合に発生が見込まれる荒廃農地

ウ 令和１２年までに、次による農用地区域への編入促進で２，８４８ヘクタールを

確保する。

(ア) 農業振興地域における農用地区域以外の地域（農振白地地域）の農地のうち、

法第１０条第３項各号に掲げるものについて、農用地区域への編入を積極的に促

進することにより、集団的に存在する農地等であって一定の要件を備えたものの

相当部分を編入。

(イ) 農業の生産条件の不利を補正するための中山間地域等における支援、地域・集

落における農地保全に関する共同活動の支援及び農業生産基盤整備事業等の施策

の推進による農用地区域への編入。

エ 農用地区域内農地の荒廃農地の発生については、次の施策により、これまでのす

う勢が今後も継続した場合における令和１２年までの荒廃農地の発生見込み面積を

２４ヘクタール防止する。

(ア) 農地中間管理機構を通じた農業の担い手への農地利用の集積・集約化の推進

(イ) 多面的機能支払交付金による地域活動、農業生産活動の継続に向けた取組の推

進

(イ) 農業生産基盤整備事業等による良好な営農条件の確保

（ウ) その他の農業振興施策

オ 荒廃農地の発生・解消状況に関する調査の結果、抜根、整地、区画整理、客土等

により、通常の農作業による耕作が可能と見込まれるとされた農用地区域内の荒廃

農地については、多面的機能支払制度及び中山間地域等直接支払制度による共同活

動の支援、農地中間管理機構を通じた農業の担い手への農地利用の集積・集約化の

加速化、農業生産基盤整備の効果的な活用その他の関連施策により４１５ヘクター

ル解消する。

(ア) 農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化等

(イ) 荒廃農地の再生利用のための対策の推進

(ウ) その他の関連施策

(2) 確保すべき農用地等の面積の目標

令和１２年までの確保すべき農用地区域内の農地面積の目標値は、(1)のイのすう

勢による農地面積に、ウからオまでの施策を通じた農用地等の取組による効果を加味

し、１１２万２千ヘクタールとする。

２ 諸施策を通じた農用地等の確保のための取組の推進

(1) 農用地区域内農地の保全・確保の基本的な方針

食料・農業・農村基本法(平成１１年法律第１０６号)は、「食料の安定供給の確

保」、「多面的機能の発揮」、「農業の持続的な発展」及び「農村の振興」という基本
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理念を掲げているが、その実現を図っていくためには、我が国最大の食料供給地域と

して、国民の食を持続的に支える重要な役割を担う本道において、次世代の農業者を

はじめ多様な担い手と人材が活躍し、北海道の潜在力をフルに発揮することで、国

民全体の食、道民生活や地域経済を支える力強く魅力ある農業・農村を確立するこ

とが必要である。

これには、道民の理解に支えられながら、農業生産基盤や食料等の安定生産体制の

整備、ブランド力の強化などを着実に推進して生産力と競争力を高め、持続可能で生

産性が高い農業を、国内外の需要を取り込みながら展開するとともに、幅広い人材の

確保・定着に力を入れ、これらの多様な人材が活躍できる農業・農村を築き上げるこ

とが重要である。

このため、新規就農者の育成・確保や担い手の経営体質の強化、農業法人の育成な

どにより、農業・農村を支える多様な担い手の育成・確保を推進しつつ、次の基本的

な方針により、農用地区域内農地の保全・確保を図る。

ア 優良農地の確保

農業生産の基礎的資源である農地を良好な状態で保全・確保し、次の世代に引き継

ぐものとする。

イ 農地の利用集積・集約化の促進

担い手への農地の利用集積・集約化を促進するものとする。

ウ 農地の有効利用

地域における総合的な土地利用の調整のもと、主体的かつ計画的に、農地の有効

利用を図るものとする。

(2) 農業振興地域制度の適切な運用

道及び市町村は、農林水産大臣が定めた基本指針及び道基本方針に基づき、効率的

かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造の確立に向けて、必要な

農用地等の確保を図るため、農業振興地域制度を主体的かつ効果的に運用する。

特に、農用地区域は、担い手への農地の利用集積・集約化や農業生産基盤の整備、

荒廃農地の発生防止・解消などの農業振興施策を計画的かつ集中的に実施する一方

で、農地転用を原則として認めない区域であることから、農用地等をできるだけ保全

・確保することを旨として、編入要件を満たす農地の積極的な編入や除外の抑制等の

取組を通じ、制度の適切な運用を図る。

また、法第１２条の２の規定に基づく市町村が行う基礎調査について計画的に実施

するよう促すとともに、農用地利用計画に係る平面図の作成にデジタル地図を用いる

など、デジタル化推進を積極的に図ることにより、農用地等の面積や土地利用に関す

る現況の適切な把握に努める。

(3) 農地の保全・有効利用

農業委員会や農地中間管理機構による認定農業者等の担い手への農地の利用集積・

集約化の促進、地域コミュニティによる活動や生産条件が不利な中山間地域等におけ

る営農の継続に対する支援、農地法(昭和２７年法律第２２９号)に基づく遊休農地に

関する措置、荒廃農地の再生利用活動への支援等により荒廃農地の発生防止・解消・

有効利用を推進するものとする。

(4) 農業生産基盤の整備

農地中間管理機構等との連携を図りつつ農地の大区画化や排水対策を推進するとと

もに、自動走行農機、ICT水管理等の営農の省力化等に資する技術の活用を可能にす

る農業生産基盤の整備を展開するほか、農業水利施設を長寿命化し、ライフサイクル

コストを低減する戦略的な保全管理を推進する等、農業生産基盤の整備・保全管理を

通じ、良好な営農条件を備えた農地の確保を図る。

この場合、現状が農用地区域外の土地であっても当該土地を含めて整備を行うこと

が適当と認められるものについては、当該土地を積極的に農用地区域に編入するもの
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とする。

(5) 非農業的土地需要への対応

非農業的土地需要に対応するための農地転用を伴う農用地区域からの農地の除外を

行う場合には、農用地区域内農地の確保を基本とした適切かつ厳格な運用を図ること

とするとともに、市町村の振興に関する計画や都市計画等の他の土地利用計画との調

整を行い、計画的な土地利用の確保を図る。

この場合、市町村整備計画の管理については、計画的に行うことが重要であり、そ

の変更は、原則として、おおむね５年ごとに法第１２条の２に規定されている基礎調

査等に基づき行うものとする。

ただし、法第１０条第４項に規定されている土地に係る場合は、この限りではない。

(6) 公用公共用施設の整備との調整

国、道又は市町村は、農用地区域内の土地を公用公共用施設の用に供するために農

用地利用計画の変更を必要とする場合には、農用地利用計画の尊重と農用地区域内に

おける土地の農業上の利用の確保という法第１６条に規定される国及び地方公共団体

の責務にかんがみ、法第１３条第２項に規定する農用地区域の変更の要件を満たすよ

う努めるものとする。

(7) 交換分合制度の活用

農用地区域内の土地の農業上の利用を確保するため、農用地利用計画の変更を行う

に当たって、土地所有者その他土地に関し権利を有する者等の意向を踏まえ、法第１

３条の２に規定されている交換分合制度の活用を図るほか、土地改良法(昭和２４年

法律第１９５号)に規定する交換分合制度の活用も併せて推進する。

(8) 推進体制の確立等

道基本方針の変更及び市町村整備計画の策定・変更に当たっては、地域の振興に関

する計画との調和などに留意し、農業振興地域制度の円滑かつ適正な運用を図る。

このため、道及び市町村は、それぞれ、関係部局間の連絡調整を円滑に行うととも

に、道においては、農林業団体、北海道都市計画審議会、市長会、町村会、商工会議

所連合会、商工会連合会、中小企業団体中央会その他道段階の関係団体を代表する者

から、市町村においては、農林業団体、市町村都市計画審議会、商工会議所、商工会、

その他市町村段階の関係団体及び集落代表者から必要に応じ広く意見を求めるものと

する。

(9) 市町村農業振興地域整備計画の策定・変更手続

市町村整備計画の策定・変更に当たっては、当該計画案を策定・変更する理由を付

して縦覧し、市町村の住民からの意見書の提出の機会を付与することにより手続きの

公正性・透明性の向上を図り、地域の合意の下で、農用地等の確保のための取組及び

各種農業振興施策を計画的かつ円滑に推進するものとする。

３ 農業上の土地利用の基本的方向

(1) 自然条件等

本道は、日本の最北端に位置し、面積は８万３，４２４㎢で国土面積の２割以上を

占め、そのうち約９割が農地や森林、原野、水面等の自然的な土地利用となっている。

気候は、温帯から亜寒帯に属していることと面積の広大さから、地域差や年間の気

温変動が大きく、四季の移り変わりが明確であることが特徴となっている。

地域によっては、夏場に最高気温が３０度を超えることがしばしばあり、農作物栽

培期間中の日照時間は都府県と大差がないが、降水量はやや少なめである。

土壌は、耕地の約３分の２が火山性土、重粘土、泥炭土などの特殊土壌であり、そ
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の多くが農作業や作物生育を阻害する排水不良地となっている。

(2) 土地利用の現況

本道は、東北６県に新潟県を加えた面積より大きく、地形的にも大きな広がりをも

ち、気象や土地条件が地域によって異なることから、それぞれの地域ごとに特色のあ

る農業が展開されている。

道南地域では、温暖な気候を活かして、野菜や米を中心に、馬鈴しょ、豆類等の畑

作物を加えた農業が営まれており、道央地域では、水資源が豊富で比較的高温な夏季

の気候を活かして、米や野菜等を主体とした農業が展開されている。

また、道東・道北地域では、恵まれた土地資源を活かした大規模な畑作や、ＥＵ諸

国の水準に匹敵する大規模で機械化された酪農などが展開されている。

(3) 農業及び農業的土地利用の推進方向

本道の農業・農村は、安全・安心で良質な食料の安定供給や美しい農村景観の形成

など多面的な機能の発揮を通じて、国土を保全し、地域を災害から守り、私たちの生

活にうるおいと豊かさをもたらすとともに、食品加工など他産業とも深く結びつき、

地域経済を支える重要な役割を担っている。

こうした本道農業・農村に求められる役割や期待を踏まえつつ、情勢の変化や課題

に的確に対応し、将来に向けて持続的に発展していけるよう、農業・農村の振興に関

する施策に総合的かつ計画的に取り組み、農業的土地利用を推進する。

ア 稲作を主体とする地域

主食用米を中心に加工用米や輸出用米、飼料用米など需要に応じた米づくりや、

規模拡大等に対応するための低コスト・省力化技術の導入、麦・大豆等転作作物

や高い収益性が期待される園芸、畜産等を組み合わせた経営の複合化などを推進

する。

イ 畑作を主体とする地域

実需者ニーズに対応した計画的・安定的な生産による適正な輪作体系の維持・確

立を基本に、緑肥や堆肥などの活用による土づくりや、そばなどの地域の特色を活

かした作物の生産を推進するとともに、農作業受託組織の育成やスマート農業技術

の導入になどにより、労働負担軽減を推進する。

ウ 酪農・畜産を主体とする地域

酪農については、自給飼料基盤に立脚した安全・安心で良質な生乳生産を推進す

るとともに、家畜改良の促進による乳用牛の遺伝的能力の向上と、その能力を最大

限発揮する飼養管理の徹底による生産性の向上、搾乳ロボットなどの導入による省

力化を推進する。

また、生産性の向上や労働負担の軽減などを図るため、コントラクターやＴＭＲ

センター、酪農ヘルパーなどの営農支援組織の育成を推進する。

肉用牛については、本道が和牛の肥育産地としての地位向上を図るため、和牛の

生産拡大の推進や繁殖から肥育までを行う一貫経営への移行や地域で繁殖・育成を

集約化する体制の構築のほか、耕種部門への肉用牛の導入や酪農部門との複合経営

による多様な肉用牛生産を推進するとともに、ゲノミック評価を活用した繁殖雌牛

群の更なる造成と優良種雄牛の作出を推進する。

軽種馬等については、優良な種牡馬や繁殖牝馬の導入促進をはじめ、良質な自給

飼料の生産や放牧地の環境改善とともに、生育ステージに合わせた飼養管理技術及

び育成調教技術の向上・普及を図り、強い馬づくりを推進する。
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第２ 農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項

農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模は、法第６条第２項各

号に掲げる指定要件及び基本指針第３の指定基準に基づき、次のとおり定めるものとする。

なお、指定相当地域の「総面積」は、市町村の行政区域の面積から基本指針第３の(3)に

より、指定できない区域の土地の面積を除いたものである。

第３ 基本的事項

１ 農業生産基盤の整備及び開発に関する事項

農業生産基盤の整備は、農作物の収量・品質及び作業効率の向上や冷湿害の軽減など、

本道の農業生産に大きく貢献しており、今後も、農作業の一層の省力化・効率化や国内

外の需要を取り込んだ付加価値の高い農産物の生産拡大に向けた整備、機能低下が懸念

される農業水利施設等の適切な保全管理など、計画的かつ効果的な整備を推進する。

また、近年、台風や大雨などによる自然災害が頻発・激甚化しており、農作物の安定

生産に向けた防災・減災対策など、災害に強い農村づくりを推進する。

(1) 農業生産基盤の整備の推進

北海道農業農村整備推進方針を踏まえ、スマート農業技術や野菜などの高収益作物

の導入を容易とするほ場の大区画化や農地の排水対策、高品質で安定した生産を支え

る畑地かんがい、農産物の輸送の効率化や農業用車両の安全な走行を支える農道など、

農業の生産力と競争力の強化に向けた整備を、農業者が積極的に取り組めるように配

慮しながら、計画的かつ効果的に推進する。

自給粗飼料の生産・利用拡大などを通じ安定した酪農畜産経営を確立するため、単

収の向上や大型機械作業の効率化を図る草地整備、通年預託を実現する公共牧場整備、

飼料生産を外部化するTMRセンターなどの施設整備を、国との連携を図るほか、団体

営事業とも役割を分担しながら計画的に推進する。

また、中山間地域など地域の特色に応じた多様な農業生産を支えるため、地形条件

など地域の実態に即したきめ細かな整備を推進するほか、ICT技術を活用した新たな

整備手法の導入や低コストな基盤整備を進めるとともに、農地の状況、営農形態など

に応じた弾力的な整備を推進する。

(2) 農業水利施設等の保全管理

農業水利施設等の適切な維持管理を推進するとともに、「北海道インフラ長寿命化

計画（行動計画）」を踏まえ、施設管理者が策定した個別施設計画に基づき、補修及

び更新を段階的・継続的に行うなどの戦略的な保全管理を推進する。

(3) 農業・農村の強靱化に向けた防災・減災対策

農業生産の維持や農業経営の安定を図るため、農業水利施設の耐震化やため池の決

壊防止に向けた整備など、防災･減災対策を推進するとともに、災害発生時には、被

災した農地や農業水利施設の迅速な復旧により、早期の営農再開が可能となるよう、

災害復旧技術者の人材育成を推進する。

(4) スマート農業の加速化

スマート農業に関する技術情報の提供や、地域における指導を担う人材の育成など、

地域や個々の営農に応じたスマート農業技術の着実な導入を促進する。

また、データを活用した優れた技術や知識の継承、高度な環境制御を行う施設園芸、

酪農経営における搾乳ロボットなどの省力化機械の普及、情報通信環境の整備を推進
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する。

２ 農用地等の保全に関する事項

農地は農業生産にとって最も基礎的な資源であり、優良農地の確保とともに、荒廃農

地の発生防止や解消などを推進する。

また、農業・農村は、食料の供給機能とともに、洪水の防止や水源のかん養といった

国土の保全、大気の浄化、美しい景観の形成など、様々な公益的機能を発揮することに

より、道民の生命と財産、豊かな暮らしを守る重要な役割を担っており、そうした多面

的機能の発揮などに向けて地域住民が一体となって進める活力ある農村づくりを推進す

る。

(1) 計画的な土地利用の推進

農業委員会と農地中間管理機構及び市町村との連携による担い手への農地の利用集

積・集約化を推進するとともに、優良農地の確保と荒廃農地の発生防止や再生などを

図るため、国や道、農業委員会ネットワークと地域が連携して、農用地区域への編入

促進と除外の抑制、開発行為や農地転用の制限などを通じて、計画的な土地利用を推

進する。

(2) 地域住民による農村づくりの推進

農用地や集落の将来像の明確化や、農村が持つ豊かな自然を活用した地域活動など、

地域住民による話合いや実践活動を支援する

また、地域課題の解決や地域の活性化に向けて、地域住民が主体となった持続的な

取組を促進するため、農村づくりを支える人材の育成を図る取組を推進する。

(3) 多面的機能の発揮促進

農地や水路など地域資源の適切な保全管理や質的向上を図るための地域の共同活

動、施設の長寿命化のための活動、生産条件の不利な中山間地域等における農業生産

活動を継続するための取組などを支援するほか、農村地域の景観や生態系などに配慮

した整備を推進する。

また、農村ならではの良好な景観の形成と農業的土地利用の誘導等を図るため、景

観計画区域における景観農業振興地域整備計画の策定を促進する。

(4) 野生鳥獣による農作物等被害防止対策の推進

エゾシカなど野生鳥獣による農作物等被害の防止に向けて、地域が行う捕獲活動や

農用地への侵入防止柵の整備、エゾシカ肉等の有効活用など総合的な鳥獣被害対策を

推進する。

３ 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の

効率的かつ総合的な利用の促進に関する事項

人・農地プランで描かれた地域の将来像の実現に向けて、地域の農業者と市町村、農

業委員会、農業協同組合、土地改良区などコーディネーター役を担う組織や農地中間管

理機構が一体となって、農地中間管理事業を活用しながら、担い手への農地の利用集積・

集約化を推進する。

また、担い手への農地の利用集積・集約化を進めるため、農業委員会や農地中間管理

機構等による農地法、農業経営基盤強化促進法(昭和５５年法律第６５号)、農地中間管

理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）及び土地改良法等による農地

の利用調整や農地保有の合理化に向けた取組を推進する。
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４ 農業の近代化のための施設の整備に関する事項

持続可能で生産性が高く、国内外の需要を取り込む農業・農村の確立に向けた取組と

して、本道の農畜産物に対する消費者の期待と信頼に応えるため、クリーン農業など環

境と調和した持続可能な農業の推進とともに、農業の生産力・競争力の強化に向けた生

産基盤の計画的な整備や、生産性向上に向けた新品種・新技術の開発・普及、高性能な

農業用機械やスマート農業技術の導入、集出荷貯蔵施設、加工施設など生産・流通体制

の整備などにより安全・安心な食料を適切な価格で安定的に生産する。

また、食市場の変化やニーズの多様化に対応した需要を取り込むため、ブランド力の

強化や輸出を含む農産物等の販路拡大を図るとともに、地域ぐるみで取り組む６次産業

化や関連産業との連携強化など地域資源を活かした新たな価値の創出を推進する。

○ 稲作

水稲生産力の維持・確保に向けて、関係機関・団体と一体となって「生産の目安」

を設定し、主食用米を中心に加工用米や輸出用米、飼料用米など需要に応じた米づく

りに取り組むとともに、直播、高密度播種栽培など低コスト・省力化技術の導入や新

品種の開発・普及を推進する。

○ 畑作

実需者ニーズに対応した計画的かつ安定的な生産による適正な輪作の維持・確立を

基本に、緑肥や堆肥などの活用による土づくりや、そばなどの地域の特色を活かした

作物の生産を推進する。

＜小麦＞

日本めん用やパン・中華めん用など各用途の需給動向に即した品種の作付けを基

本に、加工適性に優れ気候変動や病害に強い多収品種の開発・導入、品種や地域特

性などに応じた安定栽培技術の普及を推進する。

＜豆類＞

需給動向に即した作付けを基本に、豆腐や製あんなどの加工適性に優れ気候変動

や病害に強い多収品種の開発・導入、農地の排水改善、安定栽培技術の普及、収穫

作業の機械化・組織化による省力・低コスト生産を推進する。

＜てん菜＞

輪作体系上重要な基幹作物として作付けの安定化を図るため、低コストで省力的

な生産体制の確立や糖量の多い耐病性品種の導入、農地の排水改善、安定栽培技術

の普及を推進する。

＜馬鈴しょ＞

実需者ニーズに対応した作付けを基本に、各種用途に適したジャガイモシストセ

ンチュウ抵抗性などの耐病虫性品種の開発・導入を推進するとともに、作付の安定

化を図るため、低コストで省力的な生産体制の確立を推進する。

○ 野菜

消費者・実需者の多様なニーズに対応した多様な品目の安定生産や、ハウスの環境

モニタリングデータを活用した生産性向上、高度な環境制御を活用した施設園芸の地

域展開を推進する。

○ 果実
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高品質果実・果実加工品の安定生産や、担い手の確保と果樹農業者の経営安定、果

実・果実加工品の需要拡大、６次産業化や高付加価値化、醸造用ぶどうの生産拡大に

向けた取組と関係者の連携による情報提供を推進する。

○ 花き

高品質な花きの安定生産や流通の高度化、道産花きの需要の拡大、花き文化の振興

を推進する。

○ 酪農

自給飼料基盤に立脚した安全・安心で良質な生乳の生産や、家畜改良の促進による

乳牛の遺伝的能力の向上とその能力を最大限発揮する飼養管理の徹底による生産性の

向上、搾乳ロボットなどの導入による省力化を推進する。

○ 肉用牛

道内における和牛の生産の拡大を推進し、和牛の産地としての地位向上を図るとと

もに、ゲノミック評価を活用した繁殖雌牛群の更なる造成と優良種雄牛の作出を推進

する。

○ 軽種馬等

優良な種牡馬や繁殖牝馬の導入促進をはじめ、良質な自給飼料の生産や放牧地の環

境改善とともに、生育ステージに合わせた飼養管理技術及び育成調教技術の向上・普

及を図るため、競走馬生産振興事業や畜産振興補助事業を活用し、強い馬づくりを推

進する。

○ 中小家畜

豚や鶏などの安定的な生産に向けて、需要に応じた計画的な生産や飼養衛生管理の

徹底などを推進するとともに、蜜源調査や適正な転飼調整などにより養蜂を振興する。

５ 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項

農業従事者の高齢化が進行する中、農業・農村に多様な人材が定着し活躍できるよ

う、家族経営など担い手の経営体質の強化や法人組織経営体の育成・発展など農業経

営体の安定・発展とともに、新規就農者の育成・確保や経営感覚を備えた農業経営者

の育成、地域をリードする女性農業者の育成など農業経営の担い手の確保・定着を図

る。

(1) 家族経営など担い手の経営体質の強化

意欲の高い担い手が主体性と創意工夫を発揮した経営を展開できるよう、農地の集

積･集約化や新技術の導入、機械・施設の整備など生産基盤の強化に向けた取組に対す

る支援を推進するとともに、農業経営の法人化を推進する。

(2) 新規就農者の育成・確保

将来的に農業を職業として選択する人材を育成するため、高校生や大学生など若者

に対し、職場見学や出前授業を通じた農業経営者等との交流など、農業の魅力を伝え、

就農への動機付けとなる取組や農業の内外から新規就農を促進するため、農業担い手

育成センターによる地域農業の特徴や就農支援制度、研修受入農家等に関する情報提

供や相談活動などを推進する。

また、新規就農希望者が円滑かつ確実に就農し早期に農業経営が確立できるよう、

地域の幅広い関係者が連携して就農準備段階から経営開始後まで一貫して支援する地
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域の受入体制を充実するとともに、地域で実施する生産技術等の実践的な研修などの

取組を支援する。

(3) 経営感覚を備えた農業経営者の育成

初期投資の負担軽減や就農直後の所得の確保など、経営の安定化に向けた取組や就

農初期の不安解消や技術支援に向けて、農業者や関係機関など地域でサポートする取

組を推進するほか、就農後における経営の早期安定を図るため、実践的な研修教育や

農業改良普及センターによる技術・経営指導を推進する。

(4) 経営体を支える地域農業支援組織の育成・強化

生産性の向上や労働負担の軽減などを図るため、農作業受託組織やTMRセンターな

ど経営体を支えるシステムづくりや農作業受託組織やTMRセンターなどの安定的な運

営を図るため、オペレーター等の人材の確保と技術・能力の向上を推進するとともに、

スマート農業技術や新たな生産システムの円滑な導入を推進する。

酪農ヘルパー事業の円滑な推進のため、ヘルパー要員の労働環境や処遇の改善、人

材育成を促進する。

また、農業協同組合など農業関係機関・団体の機能の充実を図る。

(5) 地域をリードする女性農業者の育成

農業経営における女性参画を推進するとともに、女性農業者の技術や経営など資質

向上を図る取組や女性同士のネットワーク強化や女性農業者の活躍に向けた意識啓発

などを通じて、男女ともに能力を発揮できる環境づくりを推進する。

(6) 都市・農村交流の促進

農業・農村が果たしている役割などに対する道民の理解の促進や、地域の活性化を

図るため、農村地域の持つ豊かな自然や食などを活用した都市と農村との交流を促進

するとともに、都市住民との交流活動に意欲的な農場として道が登録する「ふれあい

ファーム」による草の根交流を推進する。

教員を対象とした農業関係者による農村ホームステイへの支援などを通じ、職業と

しての農業と生活の場としての農村の理解促進を図る取組を推進する。

農泊や農村ツーリズムを通じて都市・農村の交流を促進するとともに、農村を訪問

した都市住民が、引き続きその地域への関心を持ち、様々な形で地域と関わる関係人

口の裾野を広げる取組を推進する。

また、子どもたちが農業・農村への理解を深めることで、豊かな人間性などを育む

効果や、将来の関係人口として地域の支えとなる人材となることが期待される子ども

農山漁村交流などの取組を推進する。

(7) 農業・農村の魅力の発信

情報誌の発行やSNSなどを通じ、地域ごとに特色のある本道農業・農村の魅力や情

報を発信する。

また、小・中学生や高校生、都市住民などが、本道の食や農業・農村に対する理解

を深める学習機会の充実に向けた取組を推進する。

６ ３に掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項

中山間地域等における直接支払い制度を活用した取組等への支援とともに、地域ぐる

みで行う農村ツーリズムや６次産業化の推進などを通じ、若者や女性、高齢者、障がい

者、外国人材など多様な人材が農業・農村で活躍できる環境づくりを進める。

(1) 地域の特色を生かした営農と所得の確保
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中山間地域等において、多様な経営体が中山間地域等直接支払制度により生産条件

に関する不利を補正しつつ、地域の所得向上に向けた計画を深化させる取組等を支援

する。

また、中山間地域等の特色を活かした営農と所得の確保に向けて、基盤整備と生産

・販売施設等との総合的な整備を推進する。

(2) 地域資源を生かした所得と雇用機会の確保

農業者を含む地域の多様な主体が地域ぐるみで連携して、食・滞在・体験等を提供

する農村ツーリズムを推進する。

また、農村への農業関連産業の立地・導入等を通じて、農村全体の雇用の確保と所

得の向上を促進する。

(3) 地域ぐるみの６次産業化の推進

地域内外の関係機関や団体等との連携のもと、地域ぐるみの６次産業化・農商工連

携に向けた推進体制を整備する。

６次産業化に取り組む農林漁業者等に対し、北海道６次産業化サポートセンターに

よる商品開発や加工技術の習得・経営改善に向けたサポート活動を推進するととも

に、優れた経営感覚を持って６次産業化に取り組む人材の育成などを推進する。

また、２次・３次事業者と連携して取り組む新商品開発や販路開拓などの取組を推

進する。

７ 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保

するための施設の整備に関する事項

農村地域の快適性と安全性の確保を図るため、営農用水と併せて生活用水を供給する

営農飲雑用水施設、生活雑排水を処理する集落排水施設、農村の交通アクセスの向上を

図る農道などの生活環境を整備する。

水路等への転落防止やため池のハザードマップの作成など農業水利施設の安全対策・

防災対策を推進する。
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（別紙）
（単位：ha）

指定相当地域の範囲
夕張地域

( 夕張市 )
岩見沢地域

( 岩見沢市 )
美唄地域

( 美唄市 )
芦別地域

( 芦別市 )
赤平地域

( 赤平市 )
三笠地域

( 三笠市 )
滝川地域

( 滝川市 )
砂川地域

( 砂川市 )
深川地域

( 深川市 )
南幌地域

( 南幌町 )
奈井江地域

( 奈井江町 )
由仁地域

( 由仁町 )
長沼地域

( 長沼町 )
栗山地域

( 栗山町 )
月形地域

( 月形町 )
浦臼地域

( 浦臼町 )

新十津川地域

( 新十津川町 )

妹背牛地域
( 妹背牛町 )
秩父別地域

( 秩父別町 )

雨竜地域

( 雨竜町 )

北竜地域

( 北竜町 )

沼田地域
( 沼田町 )

札幌地域
( 札幌市 )

江別地域
( 江別市 )

千歳地域

( 千歳市 )

恵庭地域
( 恵庭市 )
北広島地域

( 北広島市 )

石狩地域

( 石狩市 )

当別地域
( 当別町 )
新篠津地域

( 新篠津村 )
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　振興局計
　石狩

　新篠津村のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除
いた区域

　当別町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　石狩市のうち、都市計画法の市街化区域、暑寒別天売
焼尻国定公園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供
する土地を除いた区域

　北広島市のうち、都市計画法の市街化区域及びもっぱ
ら森林の用に供する土地を除いた区域

　恵庭市のうち、都市計画法の市街化区域及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域

備　　　考指定相当地域 指定相当地域の規模

19,633

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

　沼田町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　北竜町のうち、暑寒別天売焼尻国定公園の特別保護地
区及びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　雨竜町のうち、暑寒別天売焼尻国定公園の特別保護地
区及びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

  秩父別町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除
いた区域

　夕張市のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　岩見沢市のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域

　美唄市のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　芦別市のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

  妹背牛町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除
いた区域

　新十津川町のうち、都市計画法の用途地域、暑寒別天
売焼尻 国定公園の特別保護地区及びもっぱら森林の用
に供する土地を除いた区域

　浦臼町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　月形町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　栗山町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

  長沼町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　由仁町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　奈井江町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域

　南幌町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　深川市のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　砂川市のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　赤平市のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　三笠市のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　滝川市のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

農用地面積

総面積 農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

　総合振興局計
　空知

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

総面積 28,944 農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

2,503

17,950

10,685

5,693

4,265

8,899

4,121

31,422

7,454

3,787

9,071

15,374

11,116

7,194

7,179

8,880

4,864

4,670

6,270

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

　札幌市のうち、都市計画法の市街化区域及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

5,446

3,198

3,702

6,069

11,173

6,210

954

9,568

4,115

923

1,328

5,314

1,541

11,984

5,586

1,985

5,765

8,391

214,497 116,394

4,174

3,336

3,564

3,422

3,170

総面積

総面積

総面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積107,312

7,750

17,580

24,462

9,218

6,921

11,643

15,652

14,087

  千歳市のうち、都市計画法の市街化区域、支笏洞爺国
立公園の特別保護地区、千歳空港の用地及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　江別市のうち、都市計画法の市街化区域及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域

43,946

5,668

8,841

5,746

1,829

4,216

6,924

2,341

8,381



（単位：ha）
指定相当地域の範囲

小樽地域
( 小樽市 )

島牧地域
( 島牧村 )

寿都地域
( 寿都町 )
黒松内地域

( 黒松内町 )

蘭越地域

( 蘭越町 )

ニセコ地域
( ニセコ町 )

真狩地域
( 真狩村 )
留寿都地域

( 留寿都村 )
喜茂別地域

( 喜茂別町 )
京極地域

( 京極町 )

倶知安地域

( 倶知安町 )

共和地域

( 共和町 )

岩内地域
( 岩内町 )

積丹地域
( 積丹町 )

古平地域
( 古平町 )

仁木地域
( 仁木町 )

余市地域
( 余市町 )
赤井川地域

( 赤井川村 )

室蘭地域
( 室蘭市 )

苫小牧地域

( 苫小牧市 )

登別地域

( 登別市 )

伊達地域

( 伊達市 )

豊浦地域
( 豊浦町 )

壮瞥地域

( 壮瞥町 )

白老地域
( 白老町 )

厚真地域
( 厚真町 )

洞爺湖地域

( 洞爺湖町 )

安平地域
( 安平町 )
むかわ地域

( むかわ町 )

指定相当地域の規模 備　　　考指定相当地域
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　真狩村のうち、支笏洞爺国立公園の特別保護地区及び
もっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　ニセコ町のうち、支笏洞爺国立公園の特別保護地区及
びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

  蘭越町のうち、ニセコ積丹小樽海岸国定公園の特別保
護地区及びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　黒松内町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除
いた区域

  寿都町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　島牧村のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　小樽市のうち、都市計画法の市街化区域及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域

　喜茂別町のうち、支笏洞爺国立公園の特別保護地区及
びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域
  京極町のうち、支笏洞爺国立公園の特別保護地区及び
もっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　留寿都村のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除
いた区域

　倶知安町のうち、都市計画法の用途地域、支笏洞爺国
立公園の特別保護地区、ニセコ積丹小樽海岸国定公園の
特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域
　共和町のうち、都市計画法の用途地域、ニセコ積丹小
樽海岸国定公園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に
供する土地を除いた区域
　岩内町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域
　積丹町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域
  古平町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域
　仁木町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域
  余市町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

5,52314,064

1,530 351

8,447 1,028

2592,303

4,052 1,773

1,6765,869

10,152 2,469

4,91413,443

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

3,669

4,393

2,677

3,129

2,687

1,298

8467,554

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

農用地面積

総面積

総面積

総面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積116,701 37,482

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

2,987

3,131

317

289

4,597

17,347

12,740

8,687

6,775

8,642

4,160

803

136,480

　室蘭市のうち、都市計画法の市街化区域及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域

　胆振
　総合振興局計

　苫小牧市のうち、都市計画法の市街化区域、支笏洞爺
国立公園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する
土地を除いた区域
　登別市のうち、都市計画法の市街化区域、支笏洞爺国
立公園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する土
地を除いた区域
　伊達市のうち、都市計画法の市街化区域、支笏洞爺国
立公園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する土
地を除いた区域
　豊浦町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域
　壮瞥町のうち、都市計画法の用途地域、支笏洞爺国立
公園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する土地
を除いた区域
  白老町のうち、都市計画法の市街化区域及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域
  厚真町のうち、都市計画法の市街化区域及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域
　洞爺湖町のうち、都市計画法の用途地域、支笏洞爺国
立公園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する土
地を除いた区域
  安平町のうち、都市計画法の市街化区域及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域
  むかわ町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

　赤井川村のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除
いた区域

　後志
　総合振興局計

総面積

総面積

312

1,143

6,287

1,765

1,549

14,065

7,078

4,908

16,018

1,058

総面積

総面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

1,088

8,373

7,492

18,336

7,653

38,100

6,694

7,207

3,156

6,245

2,065

15,464

16,226



（単位：ha）
指定相当地域の範囲

日高地域

( 日高町 )

平取地域

( 平取町 )

新冠地域

( 新冠町 )

浦河地域

( 浦河町 )

様似地域

( 様似町 )

えりも地域
( えりも町 )

新ひだか地域

( 新ひだか町 )

函館地域

( 函館市 )

北斗地域
( 北斗市 )

松前地域
( 松前町 )

福島地域
( 福島町 )

知内地域
( 知内町 )
木古内地域

( 木古内町 )

七飯地域

( 七飯町 )

鹿部地域

( 鹿部町 )

森地域

( 森町 )

八雲地域
( 八雲町 )
長万部地域

( 長万部町 )

江差地域
( 江差町 )
上ノ国地域

( 上ノ国町 )
厚沢部地域

( 厚沢部町 )
乙部地域

( 乙部町 )
奥尻地域

( 奥尻町 )
今金地域

( 今金町 )

せたな地域

( せたな町 )

指定相当地域
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指定相当地域の規模 備　　　考

　平取町のうち、日高山脈襟裳国定公園の特別保護地区
及びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　日高町のうち、都市計画法の用途地域、日高山脈襟裳
国定公園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する
土地を除いた区域

総面積

総面積

農用地面積

農用地面積

27,406

12,333

9,091

32,653

122,560

9,845

5,308

　日高
　振興局計

　新ひだか町のうち、都市計画法の用途地域、日高山脈
襟裳国定公園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供
する土地を除いた区域

  えりも町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除
いた区域

　様似町のうち、日高山脈襟裳国定公園の特別保護地区
及びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　浦河町のうち、都市計画法の用途地域、日高山脈襟裳
国定公園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する
土地を除いた区域

　新冠町のうち、日高山脈襟裳国定公園の特別保護地区
及びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

15,883

20,629

4,565

9,974

9,860

5,782

1,480

5,095

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積85,168

7,575

4,918

967

1,512

8,684

38,807

327

4,135

989

1,718

2,308

5,627

989

133

農用地面積

農用地面積

農用地面積

　渡島
　総合振興局計

  函館市のうち、都市計画法の市街化区域、函館空港の
用地及びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　長万部町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域

　八雲町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

  森町のうち、都市計画法の用途地域、大沼国定公園の
特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　鹿部町のうち、大沼国定公園の特別保護地区、鹿部空
港の用地及びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区
域

　七飯町のうち、都市計画法の市街化区域、大沼国定公
園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する土地を
除いた区域

　木古内町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域

  知内町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　福島町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　松前町のうち、港湾法の臨港地区及びもっぱら森林の
用に供する土地を除いた区域

  北斗市のうち、都市計画法の市街化区域及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

　江差町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

20,077

21,203

6,765

5,880

14,873

11,467

4,903

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積102,592

8,887

32,964

11,966

4,990

7,342

4,252

　振興局計

  せたな町のうち、都市計画法の用途地域、港湾法の臨
港地区及びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　今金町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　奥尻町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

  乙部町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　厚沢部町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除
いた区域

  上ノ国町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除
いた区域

　檜山

1,482

1,734

4,480

1,470

1,447

6,777

5,991

23,380

29,888

3,071

7,048

3,543



（単位：ha）
指定相当地域の範囲

旭川地域

( 旭川市 )

士別地域
( 士別市 )

名寄地域
( 名寄市 )

富良野地域

( 富良野市 )

幌加内地域
( 幌加内町 )

鷹栖地域
( 鷹栖町 )
東神楽地域

( 東神楽町 )
当麻地域

( 当麻町 )
比布地域

( 比布町 )
愛別地域

( 愛別町 )

上川地域

( 上川町 )

東川地域
( 東川町 )

美瑛地域

( 美瑛町 )

上富良野地域

( 上富良野町 )

中富良野地域
( 中富良野町 )
南富良野地域
( 南富良野町 )

占冠地域
( 占冠村 )

和寒地域
( 和寒町 )

剣淵地域
( 剣淵町 )

下川地域
( 下川町 )

美深地域
( 美深町 )
音威子府地域
( 音威子府村 )

中川地域
( 中川町 )

留萌地域
( 留萌市 )

増毛地域

( 増毛町 )

小平地域
( 小平町 )

苫前地域
( 苫前町 )

羽幌地域

( 羽幌町 )

初山別地域
( 初山別村 )

遠別地域
( 遠別町 )

天塩地域
( 天塩町 )

指定相当地域

　中富良野町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を
除いた区域

　上富良野町のうち、都市計画法の用途地域、大雪山国
立公園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する土
地を除いた区域

指定相当地域の規模 備　　　考

　上川町のうち、都市計画法の用途地域、大雪山国立公
園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する土地を
除いた区域

　愛別町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域
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　留萌
　振興局計

　天塩町のうち、港湾法の臨港地区、港湾隣接地域及び
もっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　遠別町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

  初山別村のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除
いた区域

　羽幌町のうち、都市計画法の用途地域、港湾法の臨港
地区、暑寒別天売焼尻国定公園の特別保護地区及びもっ
ぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　苫前町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　小平町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　増毛町のうち、都市計画法の用途地域、港湾法の臨港
地区、暑寒別天売焼尻国定公園の特別保護地区及びもっ
ぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　留萌市のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

総面積 農用地面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

　美深町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　下川町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　剣淵町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　和寒町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　占冠村のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　南富良野町のうち、大雪山国立公園の特別保護地区及
びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

1,093

764

2,946

1,927

4,189

11,740

総面積

総面積

総面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積89,235

20,491

10,269

7,510

10,105

10,600

16,018

7,084

28,808

　幌加内町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除
いた区域
　鷹栖町のうち、都市計画法の市街化区域及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域
　東神楽町のうち、都市計画法の市街化区域及びもっぱ
ら森林の用に供する土地を除いた区域

総面積

  当麻町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　中川町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

7,158

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

　比布町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　東川町のうち、大雪山国立公園の特別保護地区及び
もっぱら森林の用に供する土地を除いた区域
　美瑛町のうち、都市計画法の用途地域、大雪山国立公
園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する土地を
除いた区域

　旭川市のうち、都市計画法の市街化区域、旭川空港の
用地及びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　士別市のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域
　名寄市のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域
　富良野市のうち、都市計画法の用途地域、大雪山国立
公園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する土地
を除いた区域

　上川
　総合振興局計

　音威子府村のうち、もっぱら森林の用に供する土地を
除いた区域

33,686

36,936

31,009

21,398

11,986

8,514

6,435

10,100

6,616

7,599

6,088

5,879

30,048

14,792

8,220

21,625

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

8,864

347,463

16,065

6,923

16,992

12,044

12,100

13,544

11,076

138,488

3,348

1,961

4,800

4,173

6,786

5,109

2,625

5,208

3,447

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

2,854

3,294

16,205

16,614

10,034

5,455

4,762

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

3,684

4,698

6,779

13,018

3,648

2,309

1,900

農用地面積

農用地面積

農用地面積

849



（単位：ha）
指定相当地域の範囲

稚内地域

( 稚内市 ）

幌延地域

( 幌延町 ）

猿払地域
( 猿払村 ）
浜頓別地域

( 浜頓別町 ）
中頓別地域

( 中頓別町 ）

枝幸地域

( 枝幸町 ）

豊富地域

( 豊富町 ）

礼文地域

( 礼文町 ）

利尻地域

( 利尻町 ）

利尻富士地域

( 利尻富士町 ）

北見地域
( 北見市 ）

網走地域
( 網走市 ）

紋別地域

( 紋別市 ）

美幌地域
( 美幌町 ）

津別地域
( 津別町 ）

斜里地域

( 斜里町 ）

清里地域
( 清里町 ）
小清水地域

( 小清水町 ）
訓子府地域

( 訓子府町 ）
置戸地域

( 置戸町 ）
佐呂間地域

( 佐呂間町 ）
遠軽地域

( 遠軽町 ）
湧別地域

( 湧別町 ）
滝上地域

( 滝上町 ）
興部地域

( 興部町 ）
西興部地域

( 西興部村 ）
雄武地域

( 雄武町 ）

大空地域

( 大空町 ）

指定相当地域

　佐呂間町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除
いた区域

  置戸町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

  訓子府町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除
いた区域

指定相当地域の規模 備　　　考

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

　宗谷
　総合振興局計

　利尻富士町のうち、港湾法の臨港地区、利尻礼文サロ
ベツ国立公園の特別保護地区、利尻空港の用地及びもっ
ぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　利尻町のうち、港湾法の臨港地区、利尻礼文サロベツ
国立公園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する
土地を除いた区域

  礼文町のうち、港湾法の臨港地区、利尻礼文サロベツ
国立公園の特別保護地区、礼文空港の用地及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域

　豊富町のうち、利尻礼文サロベツ国立公園の特別保護
地区及びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　枝幸町のうち、都市計画法の用途地域、港湾法の港湾
区域及びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　中頓別町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除
いた区域

　浜頓別町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域

　猿払村のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　幌延町のうち、利尻礼文サロベツ国立公園の特別保護
地区及びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

139

　稚内市のうち、都市計画法の用途地域、港湾法の臨港
地区、稚内空港の用地、利尻礼文サロベツ国立公園の特
別保護地区及びもっぱら森林の用に供する土地を除いた
区域

総面積 農用地面積44,513

9,826

23,483

28,564

17,334

12,549

12,407

16,198

12,560

総面積 農用地面積

　小清水町のうち、網走国定公園の特別保護地区及び
もっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

  清里町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　斜里町のうち、都市計画法の用途地域、知床国立公園
の特別保護地区、網走国定公園の特別保護地区及びもっ
ぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　津別町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

6,534

農用地面積

農用地面積
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　大空町のうち、都市計画法の用途地域、女満別空港の
用地及びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　雄武町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

  西興部村のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除
いた区域

384,878

24,918

22,139

　オホーツク
　総合振興局計

26,500

14,916

総面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積225,193

3,178

1,906

1,231

31,173

55,834

15,012

19,506

30,313

22,527

　美幌町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　紋別市のうち、都市計画法の用途地域、紋別空港の用
地及びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　網走市のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

19,129

17,981

20,843

26,451

60,130

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

総面積

総面積

総面積

総面積

　北見市のうち、都市計画法の市街化区域・用途地域及
びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

65,673

27,333

173,294

14,259

11,964

1,681

6,052

4,352

10,138

8,161

8,237

5,027

7,639

11,462

8,815

11,460

5,675

11,043

9,324

14,261

23,746

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

143

80

13,476

11,314

3,710

6,141

6,515

9,240

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

　興部町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

  滝上町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　湧別町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　遠軽町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積



（単位：ha）
指定相当地域の範囲

帯広地域

( 帯広市 ）

音更地域
( 音更町 ）

士幌地域
( 士幌町 ）
上士幌地域

( 上士幌町 ）
鹿追地域

( 鹿追町 ）

新得地域

( 新得町 ）

清水地域
( 清水町 ）

芽室地域

( 芽室町 ）

中札内地域

( 中札内村 ）

更別地域
( 更別村 ）

大樹地域

( 大樹町 ）

広尾地域

( 広尾町 ）

幕別地域
( 幕別町 ）

池田地域
( 池田町 ）

豊頃地域
( 豊頃町 ）

本別地域
( 本別町 ）

足寄地域

( 足寄町 ）

陸別地域
( 陸別町 ）

浦幌地域
( 浦幌町 ）

釧路地域

( 釧路市 ）

釧路町地域

( 釧路町 ）

厚岸地域
( 厚岸町 ）

浜中地域
( 浜中町 ）

標茶地域

( 標茶町 ）

弟子屈地域

( 弟子屈町 ）

鶴居地域
( 鶴居村 ）

白糠地域

( 白糠町 ）

指定相当地域

95,281

　幕別町のうち、都市計画法の市街化区域及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域

　広尾町のうち、都市計画法の用途地域、日高山脈襟裳
国定公園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する
土地を除いた区域

　大樹町のうち、都市計画法の用途地域、日高山脈襟裳
国定公園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する
土地を除いた区域

　更別村のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　弟子屈町のうち、都市計画法の用途地域、弟子屈空港
の用地、阿寒国立公園の特別保護地区及びもっぱら森林
の用に供する土地を除いた区域

　鶴居村のうち、釧路湿原国立公園の特別保護地区及び
もっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　白糠町のうち、都市計画法の用途地域、阿寒国立公園
の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する土地を除
いた区域
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　釧路
　総合振興局計

　十勝
　総合振興局計

42,052

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

528,384

248,949

17,864

36,294

20,880

72,488

33,900

21,700

　中札内村のうち、日高山脈襟裳国定公園の特別保護地
区及びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

　清水町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

  芽室町のうち、都市計画法の市街化区域、日高山脈襟
裳国定公園の特別保護地区もっぱら森林の用に供する土
地を除いた区域

　新得町のうち、都市計画法の用途地域、大雪山国立公
園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する土地を
除いた区域

　鹿追町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

指定相当地域の規模 備　　　考

総面積 農用地面積

総面積

総面積

総面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

34,607

35,790

23,756

18,033

12,436

17,111

28,203

17,005

27,534

35,479

25,376

55,536

17,508

37,808

18,045

20,996

22,527

23,216

16,816

10,485

12,321

6,082

15,963

20,929

6,966

12,468

14,097

6,656

23,002

8,846

10,992

11,515

14,788

　上士幌町のうち、大雪山国立公園の特別保護地区及び
もっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

  士幌町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　音更町のうち、都市計画法の市街化区域及びもっぱら
森林の用に供する土地を除いた区域

　帯広市のうち、都市計画法の市街化区域、日高山脈襟
裳国定公園の特別保護地区、帯広空港の用地及びもっぱ
ら森林の用に供する土地を除いた区域

　釧路市のうち、都市計画法の市街化区域、釧路空港の
用地、阿寒国立公園の特別保護地区及びもっぱら森林の
用に供する土地を除いた区域

　釧路町のうち、都市計画法の市街化区域、釧路湿原国
立公園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する土
地を除いた区域

　厚岸町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　浜中町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　標茶町のうち、都市計画法の用途地域、釧路湿原国立
公園の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する土地
を除いた区域

  浦幌町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　陸別町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　足寄町のうち、都市計画法の用途地域、阿寒国立公園
の特別保護地区及びもっぱら森林の用に供する土地を除
いた区域

　本別町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　豊頃町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

  池田町のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

35,406

10,417

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

26,637

34,472

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

5,976

12,323

11,695

25,249

17,261

10,236

11,632

909

6,343

11,600

255,612



（単位：ha）
指定相当地域の範囲

根室地域
( 根室市 ）

別海地域
( 別海町 ）

中標津地域

( 中標津町 ）

標津地域
( 標津町 ）

羅臼地域
( 羅臼町 ）

北海道
合計

  注１：  総面積は、単位未満を四捨五入したため、計と内訳が一致しない場合がある。
  注２：　備考欄の「農用地」は、令和元年12月1日現在の面積で、参考として掲げたものである。
　注３：　歌志内市、上砂川町、神恵内村、泊村は農業振興地域に指定していない。
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指定相当地域の規模 備　　　考指定相当地域

1,202,265

　根室
　振興局計

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

総面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

農用地面積

22,981

122,460

41,979

27,954

1,931

217,304

8,149

67,237

27,300

13,670

757

117,113

　根室市のうち、都市計画法の用途地域及びもっぱら森
林の用に供する土地を除いた区域

　別海町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　中標津町のうち、都市計画法の用途地域、中標津空港
の用地及びもっぱら森林の用に供する土地を除いた区域

総面積 農用地面積2,926,718

　標津町のうち、もっぱら森林の用に供する土地を除い
た区域

　羅臼町のうち、知床国立公園の特別保護地区及びもっ
ぱら森林の用に供する土地を除いた区域


